　　日頃から、高齢介護並びに障害福祉サービスの適切な提供に御尽力いただきありがとうございます。

さて、喀痰吸引等を行う登録特定行為事業者において、平成29年2月末日時点の「介護福祉士・認定特定行為業務従事者」の名簿が、直近で県に提出した名簿から変更が生じている場合は、平成29年3月末日までに、変更登録届出書（下記の書類）を提出してください。
■届出に必要な書類■
ア　登録喀痰吸引等事業者（登録特定行為事業者）変更登録届出書（第3号様式）

イ　認定特定行為業務従事者認定証の写し、看護師等の資格をもって喀痰吸引等業務を行うものについては免許証の写し
※前回提出した名簿と比べて平成29年2月末時点で変更のあった者の分だけ提出のこと。
ウ　介護福祉士・認定特定行為業務従事者名簿（様式１－１）

※全ての特定行為業務従事者等について記載すること。

　　エ　変更登録届出書に受理印を押した写しを送付するための返信用封筒
　　　 ※定型長3号封筒（82円切手を貼付、あて先を明記すること）

■提出先■※事業所のサービスの種類により提出先が異なります。
　　【住所】〒231-8588　横浜市中区日本大通１　神奈川県
　　【担当課・グループ】
　　　　①高齢福祉課　福祉施設グループ

　　　　 （特別養護老人ホーム、特別養護老人ホーム併設の短期入所生活介護事業所、介護老人保健施設、有料老人ホーム、グループホーム、（看護）小規模多機能型居宅介護等）

       　②高齢福祉課　在宅サービスグループ

（介護保険に係る在宅サービス事業所（①に記載のサービスを除く。））

　　　　③障害福祉課　調整グループ
　　　　　（障害者（児）施設及び在宅サービス事業所、特別支援学校、保育園等）
　（次ページに続く）

■提出様式等の掲載場所■（２箇所）
①「介護情報サービスかながわ」（http://www.rakuraku.or.jp/kaigonavi/）
→書式ライブラリー
　→「１４．介護職員等によるたんの吸引・経管栄養」
　　→「認定特定行為業務従事者の認定及び登録喀痰吸引等事業者の登録手続き
　　　（平成28年４月１日以降）について」
　　　（以下はダウンロードする文書名）

○認定特定行為業務従事者の認定及び登録喀痰吸引等事業者の登録手続き（平成28年4月1日以降）について
　　　      ○【申請様式】介護福祉士・認定特定行為業務従事者名簿（様式１－１）
○【申請様式】登録喀痰吸引等事業者（登録特定行為事業者）変更登録届出書（第３号様式）
②障害福祉情報サービスかながわ（http://www.rakuraku.or.jp/shienhi/default.asp）
→書式ライブラリー

　→６．お知らせ（県内共通）
　　→２．喀痰吸引等制度に関するお知らせ

（以下はダウンロードする文書名）

○認定特定行為業務従事者の認定及び登録喀痰吸引等事業者の登録手続き（平成28年4月1日以降）について
　　　      ○【申請様式】介護福祉士・認定特定行為業務従事者名簿（様式１－１）
○【申請様式】登録喀痰吸引等事業者（登録特定行為事業者）変更登録届出書（第３号様式）
　　　

　　　　　　　　　　　　　　問合せ先

　　　　　　　　　　　　　　　神奈川県保健福祉局福祉部　電話045(210)1111
　　　　　　　　　　　　　　　　高齢福祉課福祉施設グループ　（内線4852）

　　　　　　　　　　　　　　　　高齢福祉課在宅サービス　　　（内線4841）

　　　　　　　　　　　　　　　　障害福祉課調整グループ　　　（内線4734）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　












